
 

    

平成３０年１２月に実施した試掘調査の結果の評価を行うとともに、今後の進め方について検討を行った。 

【【【【試掘調査結果試掘調査結果試掘調査結果試掘調査結果の評価】の評価】の評価】の評価】    

評価の視点 試掘調査結果 適性評価 

 原子爆弾により多くの人々の日常の

営みが一瞬にして破壊し尽されたこと

を分かりやすく伝えることができるか。 

天神町筋の一部と思われる側溝やアス

ファルト、建物の構造物と思われる石に加

え、焼土や炭化材（焼けた木材）などが検

出された。 

 この地がもともと公園ではなく人々の営みのある町であったことを想起させるものであり、それが原爆に

より失われたことを伝えることができる。 

 なお、重要文化財広島平和記念資料館の基礎免震工事に伴う試掘調査（以下「本館下試掘調査」という。）

を行った際は、「人々の営みのある町であったことを想起させるものである」ことを確認し、発掘調査を進

めた結果、炭化したしゃもじ等、日常生活を想起させる遺物が検出された。 

保存状態は良好か。 

 過去の整備等の過程で一部毀損してお

り、虫食い状態で検出された。 

 この結果は、本館下試掘調査と同程度のものであり、この状態が平和記念公園地下の被爆遺構の標準的な

保存状態であると考えられる。 

 樹木の根が多く検出されたが、根は比較

的浅い位置に伸びており、根による遺構の

毀損は見られなかった。 

展示箇所のそばにある樹木の移植又は伐採等が必要になる可能性があるが、展示整備は可能である。 

【留意事項】【留意事項】【留意事項】【留意事項】    

◎ 名勝の保護と遺構の保存

掘削は名勝平和記念公園及び被爆遺構の毀損につながるため、その範囲は最小限とする必要がある。

① このため、より多数の遺物の検出を求めて別の場所の試掘調査を繰り返すことは、名勝平和記念公園及び被爆遺構の毀損につながるため、困難である。

② 仮に別の場所を試掘しようとする場合は、今回の試掘調査箇所周辺は展示整備に適していないと判断することが前提とされ、別の場所の試掘が被爆遺構の残存すら確認できない結果に終

わったとしても、今回の試掘調査箇所に戻って展示整備を進めることは難しい。 

◎ 市民の声

試掘調査開始後に、旧中島地区の住人であった方などから、次のような御意見が市に寄せられている。

① より良い被爆遺構の展示整備を行うためには、別の箇所での試掘調査を実施し、複数の結果を比較検討した上で、展示場所を決めるべきである。

② 平和記念公園は原爆で亡くなった人々がそのまま眠る場であり、これ以上掘り返さず、そっとしておいてほしい。

◎ スケジュール

この度の試掘調査箇所周辺において、次の段階である面的な調査に進むのであれば、引き続き２０２０年度内の展示公開を目指すことができるが、別の箇所での試掘調査を実施する場合は、

事業が遅延し、２０２０年度内の展示公開を目指すことが難しくなる。 

【【【【今後の進め方（案）今後の進め方（案）今後の進め方（案）今後の進め方（案）】】】】    

◎ 試掘調査の結果、人々の営みのある町であったことを想起させる被爆遺構が検出されていることから、試掘調査の基本方針（第２回懇談会での御意見を踏まえて決定）に沿って、今回の試掘今回の試掘今回の試掘今回の試掘

調査箇所周辺において、展示整備を前提とした調査箇所周辺において、展示整備を前提とした調査箇所周辺において、展示整備を前提とした調査箇所周辺において、展示整備を前提とした面的な調査（面的な調査（面的な調査（面的な調査（確認調査確認調査確認調査確認調査））））を実施するを実施するを実施するを実施する。 

◎ ただし、確認調査の結果、日常生活を想起させる遺物等が検出されなかった場合などは、Ａゾーン内の別の場所で試掘調査すべく、文化庁との協議を行う。

試掘調査試掘調査試掘調査試掘調査結果の結果の結果の結果の評価評価評価評価とととと今後の進め方（案）今後の進め方（案）今後の進め方（案）今後の進め方（案）    
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【試掘調査について】【試掘調査について】【試掘調査について】【試掘調査について】    

 

 重要文化財広島平和記念資料館の免震補強工事は１階床面積（ピロティ部分）の全掘工

事となることから、実施に先立ち、名勝平和記念公園の地下遺構の有無を把握するための

試掘調査を行った。 

 

◎ 試掘調査の結果、全体的に遺構の保存状況は良好とはいえないが、旧中島地区の街並

みに伴う縁石、敷石等の遺構が虫食い状に検出され、基礎免震工事に伴う記録保存のた

めには、工事実施範囲全面において発掘調査が必要であると判断された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  試掘調査のトレンチ（Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３）の位置（10ｍ×１ｍ×３本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Ｔ２試掘調査現場（南側から撮影） 

 

 

 

【【【【発掘発掘発掘発掘調査について】調査について】調査について】調査について】    

 

 試掘調査の結果を受けて、工事実施範囲である約２，１２５㎡（東西約 85ｍ×南北約 25ｍ×深さ約 2ｍ）について、発

掘調査を行った。（免震補強工事を行うに当たり地下遺構を現状のまま保存することができないため、記録保存を目的とし

て行ったものである。） 

 

◎ 発掘調査の結果、江戸期から被爆時まで複数時期の街並みが連綿と積み重なっていることが明らかとなった。 

  なお、発掘調査現場には土中から水がにじんだり湧いたりする場所があり、中洲という地理的条件から、平和記念公園

の土壌には塩分を含有する水分が多く含まれていると推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 被爆面（建物の構造物らしき石）    被爆面よりも下層の石垣        江戸期（浄圓寺墓地） 
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